
 

第１号様式（第４条関係） 

（注） 
１ 周辺住民に見やすい位置に設置すること。 
２ 標識は、地面から標識の下端までの高さをおおむね１メートルとすること。 
３ 標識は原則として白色とし、文字は黒色とすること。 
４ 風雨等により破損し、又は倒壊しない材料及び構造で作製し、設置するとともに、記載
事項が不鮮明にならないように維持し、管理すること。 

５ 事業計画を変更したときは、速やかに標識の記載事項を訂正すること。 
６ 標識は、縦９０センチメートル以上、横９０センチメートル以上とすること。 

 
 

 
 

 
 

 
 

事 業 計 画 標 識 

事 業 名 称   

事 業 場 所 戸田市 

敷地の用途地域 
第  種高度地区 

 地域 
建 蔽 率 

計画：     ％ 
法定：      ％ 

工 事 種 別 
  

容 積 率 
計画：     ％ 
法定：     ％ 

計

画

の

概

要 

用 途   住 戸 数 戸 

構 造 造 
階 数 

地 上      階 

開発区域面積 m２ 地 下       階 

建 築 面 積  m２ 棟 数 棟 

延 べ 床 面 積 
(容積対象面積) 

m２ 
  （       m ２ ) 高 さ m 

予 定 工 事 期 間 年  月  日  ～   年  月  日 

事 業 者 
住
所 

  

氏
名 電話    (   )      

設 計 者 
住
所   
氏
名 電話    (   )     

工 事 施 工 者 
住
所   
氏
名 電話    (   )     

標識設置年月日 年   月   日 

 この標識は、戸田市宅地開発事業等指導条例第６条第１項の規定により設置し
たものです。 
 上記の事業計画又は工事についてのお問合せは、下記へ御連絡ください。 
 
事業計画に関する連絡先               電話   (    ) 
 
 
工 事 に 関 す る 連 絡 先               電話   (    ) 


